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１　全国平均規模の農家の場合

現状の経営

経営面積1.4ha（米0.8ha、調整水田0.6ha）

販売収入 米� 94.4 万円� …①

補助金収入 � 0万円

農業経営費 � 95.2 万円� …②

所得
（①−②） ▲ 0.8 万円 兼業収入や年金でもって

補てんしている状況

（注） 　販売収入は、米は平成 20 年産生産費統計（全階層平均、主産物）より算定。飼料用米は、政府所有米穀の飼料用向け
売渡価格に応じた全農スキームの販売価格を用いて算定。

（注） 　農業経営費は、平成 20 年産生産費統計（物財費等）より算定（飼料用米は主食用米の機械を活用するため、自動車費
と農機具費の償却費を控除）。

対策導入後の経営

経営面積1.4ha（米0.8ha、飼料用米0.6ha）

販売収入 米� 94.4 万円
飼料用米� 5.4 万円
計� 99.8 万円� …①

補助金収入 米� 10.5 万円�（※1）

飼料用米� 48万円�（※2）

計� 58.5 万円� …②

収入計
（①＋②） � 158.3 万円� …③

農業経営費 � 144.4 万円� …④

所得
（③−④） 13.9 万円 赤字解消

※ 1　米のモデル事業交付金：1.5 万円 /10a（自家飯米分 10a は対象外）
※ 2　自給率向上事業交付金：8.0 万円 /10a

Ⅴ 戸別所得補償モデル対策による経営改善
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２　集落営農を組織化した場合

個別の経営（小規模な農家）

経営面積0.5ha（米0.3ha、調整水田0.2ha）

販売収入 米� 35.4 万円�　…①

補助金収入 � 3万円�　…②（※1）

農業経営費 � 38.4 万円�　…②

所得
（①−②）

0万円

（注） 　販売収入は、平成 20 年産生産費統計（全階層平均、主産物）より算定。
（注） 　農業経営費は、平成 20 年産生産費統計（物財費等）より算定（個別経営：米 0.5ha 未満、集落営農経営：米 10.0

〜 15.0ha 層（雇用労賃、地代は除く）、飼料用米：5.0 〜 10.0ha 層（主食用米の機械を活用するため、自動車費及び
農機具費の償却費を控除））。

集落営農経営（同様の経営状態の農家 40 戸で集落営農（共済資格団体）を組織した場合）

経営面積20ha（米12ha、飼料用米8ha）

販売収入 米� 1,416万円
飼料用米� 72万円
計� 1,488万円�　…①

補助金収入 米� 178.5 万円�（※1）

飼料用米� 744万円�（※2）

計� 922.5 万円�　…②

収入計
（①＋②） � 2,410.5 万円�　…③

農業経営費 � 1,120万円�　…④

所得
（③−④） 1,290.5 万円 1戸当たり所得

32.3 万円

※ 1　米のモデル事業交付金：1.5 万円 /10a（自家飯米分 10a は対象外）
※ 2　自給率向上事業交付金：8.0 万円 /10a、耕畜連携粗飼料増産対策事業：1.3 万円 /10a

■ 　戸別所得補償制度では、個々の経営内容にかかわらず、全国一律の単価で交付されるため、
個別経営よりも、集落営農により効率的な経営を行う方が農家１戸当たりの所得が大幅に増大
します。

収入計
（①＋②） � 38.4 万円�　…③

Ⅴ　戸別所得補償モデル対策による経営改善
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　集荷円滑化対策は、豊作により生じる過剰米が、米価の下落を招き農業経営に悪影響を及ぼす
ことを防ぐことを目的とするものです。
  米戸別所得補償モデル事業においては、米の需給状況に応じて市場で価格が形成され、米の生
産数量目標に即した生産を行った販売農家に対して所得補償されることから、豊作過剰による農
業経営への悪影響は防ぐことができるため、平成22年度は、集荷円滑化対策は実施されずに、
同対策に係る生産者拠出も行われません。
  なお、23年度以降の取扱いについては、16・17年に過剰米対策資金に受け入れた生産者拠
出金の取扱いを含め、戸別所得補償制度の本格実施とあわせ、今後検討されます。

（2）集荷円滑化対策の扱い

　平成22年産米については、米戸別所得補償モデル事業と収入減少影響緩和対策が同時に実施
されますが、米戸別所得補償モデル事業において変動部分の補てんが行われ、収入減少影響緩和
対策でも米について補てんが行われる場合には、両制度の補てんの内容が重複しないよう調整す
る必要があります。このため、収入減少影響緩和対策における米の補てん額を計算する際に、米
戸別所得補償モデル事業における変動部分の交付金額が控除されます。

（1）  「米戸別所得補償モデル事業の交付金」と「水田経営所得安定対策に     
　　おける収入減少影響緩和対策の交付金」との調整

Ⅵ 対策に関連する事項

　水田利活用自給力向上事業と米戸別所得補償モデル事業の交付金
については、農業経営基盤強化準備金の対象となります。

〈農業経営基盤強化準備金制度〉
　青色申告を行っている担い手が水田・畑作経営所得安定対策等の
交付金や補助金を農業経営改善計画などに従い準備金として積み立
てた場合、この積立額を個人は必要経費に法人は損金に算入できる
制度です。

（3）本対策の交付金の税制上の扱い

￥

￥

￥￥

￥
￥

個人 必要経費 法人 損金

　戸別所得補償モデル対策 Q＆A 

A.　  　米の生産を行う農家のうち、主業農家※の生産割合は38％しかありません。野菜や酪農の主業農家の
生産割合がそれぞれ82％、95％を占めていることと比較すると、かなり低い割合といえます。

　　　 　サラリーマン農家といっても食料供給への貢献は大きいものがあります。また農業経営者を増やそう
と思っても、急に増やせるものではありません。モデル対策はサラリーマン農家にも、いまよりも作物
の生産量を増やして本人が望めば、農業の仕事の比重を多くできるような働きやすい環境を整えること
を目的としています。

Q.　 所得を主に農業以外から得ているといういわゆる「サラリーマン農家」にも助成
するのはなぜ？

※主業農家…農業所得が主で、1年間に60日以上農業に従事している65歳未満の者がいる農家
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　新規需要米（米粉用、飼料用等）、加工用米を生産するに当たっては、主食用米への横
流れを防止するため、以下の点に留意して下さい。

●　生産者と需要者とのマッチングが図られるよう、需要の掘り起
こしに努めてまいります。

●　主食用と異なる多収性品種を取り扱う際、乾燥・調製に支障を来
さないよう、地域内のカントリーエレベーター等事業者に対し、効
率的な運用を図るよう、助言・指導を行ってまいります。

契約事項に「平年を上回る収穫があっても横流れが起きないよう、契約数量は当該年の
地域単収に面積を乗じた収量とする」旨、規定して下さい。

需要者との契約時

新規需要米、加工用米の圃場を特定するなどにより、作付面積を確定して下さい。

　主食用米と同一圃場で同一品種を作付する場合には、新規需要米、加工用米の出荷数
量を当年の地域単収で換算するなどにより、面積を確定することが必要です。
　不適切な取組の場合には、水田利活用自給力向上事業の交付対象から除外されます。

作付時

主食用米等と区分して管理して下さい。

新規需要米、加工用米を含め、米、種もみを出荷、販売するときは、その記録を作成し
３年間保存して下さい。

・袋を分けて米粉用米には 粉�、飼料用米には 飼�、加工用米には 加�、
と表示して下さい。

・需要者に直接又は需要者団体を通じて販売して下さい。
それぞれの用途以外に販売した場合には、改正食糧法に基づき罰
則が適用されます。　→P25①参照

　　　　　品名、産地、数量、年月日、取引先名、米穀の用途　等
記録の虚偽記載等があった場合には、米トレーサビリティ法に基づき罰則が適用され
ます。　→P25②参照

収穫－出荷時

記録事項

国としての
取組

詳しくは、農林水産省ホームページを御覧いただくか、最寄の地方農政事務所にお尋ね下さい。

Ⅶ 新規需要米・加工用米の横流れ防止措置
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